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規 則

児童扶養手当法施行細則をここに公布する。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第３６号

児童扶養手当法施行細則
（趣旨）

第１条 この規則は、児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号。以下「法」という。）の施
行に関し、必要な事項を定めるものとする。
（督促状）
第２条 法第２３条第２項において準用する国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第９６条第２
項の督促状は、別記第１号様式とする。
（滞納処分執行者証）
第３条 法第２３条第２項において準用する国民年金法第９６条第４項の規定による滞納処分の
ため財産の差押え、質問、検査又は捜索を行う場合において、当該職務を行うべき命令を
受けた職員（以下「執行者」という。）は、別記第２号様式の滞納処分執行者証（以下
「執行者証」という。）を携帯しなければならない。
２ 執行者証は、知事が交付するものとする。
３ 執行者は、執行者証を亡失したときは、直ちに知事に届け出なければならない。
４ 執行者は、その身分を失ったときは、直ちに執行者証を知事に返還しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
別記第１号様式（第２条関係）

（表面）

様

督 促 状

年 度 年度 督促番号 第 号

滞 納 金 額 円

滞納金の内容

発行 北 海 道
編集 総務部人事局

法 制 文 書 課
電話 ０１１－２０４－５０３５
FAX ０１１－２３２－１３８５
印刷 富士プリント�
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上記の金額が未納となっていますから、
年 月 日までに納入してください。（裏面に続く。）

年 月 日

北海道知事 印

（裏面）

注意
１ この督促状に指定した期限までに納入がないときは、財産の差押え等をす
ることがあります。
２ この督促状に指定した期限後に納めるときは、指定納期限の翌日から納め
た日までの日数に応じ、納入金額（その計算の基礎となる納入金額に５００円
未満の端数があるとき、又はその納入金額が５００円未満であるときは、その
端数金額又はその全額を切り捨てる。）につき年１４．６パーセントの割合を乗
じて計算して得た金額を延滞金として納めてください。ただし、延滞金の確
定金額に５０円未満の端数があるとき、又はその全額が５０円未満であるときは、
その端数金額又はその全額については納める必要がありません。
３ この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日
の翌日から起算して６０日以内に、知事に異議申立てをすることができます。
４ この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日
（３の異議申立てをしたときは、当該異議申立てに対する決定があったこと
を知った日）の翌日から起算して６月以内に、北海道（訴訟において北海道
を代表する者は、北海道知事となります。）を被告として、札幌地方裁判所
に処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、決定があったこ
とを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、処分の日の翌日から
起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくな
ります。

※ この督促状を受け取ったとき、既に納入済みの場合は、行き違いになって
おりますので御容赦ください。

（用紙の大きさは、郵便はがき大とする。）
別記第２号様式（第３条関係）

第 号
滞 納 処 分 執 行 者 証

写真ちょう付欄 所 属
職 名
氏 名

年 月 日生
年 月 日交付

上記の者は、児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第２３条
第１項に基づき徴収される費用を指定の期限内に納入しない者が
ある場合における同条第２項の規定において準用する国民年金法
（昭和３４年法律第１４１号）第９６条第４項の規定による処分のため
財産の差押え、質問、検査又は捜索を行うべき命令を受けた職員
であることを証明します。

北海道知事 �

退職手当の基礎在職期間等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第３７号

退職手当の基礎在職期間等に関する規則の一部を改正する規則

退職手当の基礎在職期間等に関する規則（平成１８年北海道規則第７９号）の一部を次のよう

に改正する。

別表イの表第７号区分の項第５号中「級が」の次に「３級であったもののうち知事が別に

定めるもの又は」を加え、同表第８号区分の項第６号中「あったもの」の次に「（第７号区

分の項第５号に掲げる者を除く。）」を加え、同表第９号区分の項第６号中「もの（」の次

に「第７号区分の項第５号及び」を加え、同項第７号中「定めるもの」の次に「又は特２級

若しくは」を加える。

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

北海道市町村振興基金条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
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北海道規則第３８号

北海道市町村振興基金条例施行規則の一部を改正する規則
北海道市町村振興基金条例施行規則（昭和４４年北海道規則第８０号）の一部を次のように改
正する。
第３条第２項中「地方財政再建促進特別措置法（昭和３０年法律第１９５号）第２２条第２項の
規定によりその例によることとされた同法第２条第１項の規定により議会の議決を経たこと
を証する書類及び」を削る。

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

北海道立衛生学院学則等の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第３９号

北海道立衛生学院学則等の一部を改正する規則
（北海道立衛生学院学則の一部改正）
第１条 北海道立衛生学院学則（昭和３７年北海道規則第１２３号）の一部を次のように改正す
る。
第２条及び第３条を次のように改める。
（名称及び位置）
第２条 学院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名 称 位 置

北海道立衛生学院 札幌市中央区南２条西１５丁目２９１番地８３

第３条 削除
別表第１その１及びその２を次のように改める。
（その１）

地 域 看 護 学 科 教 育 課 程

区 分 授 業 科 目 単位数 備 考

地域看護学概論 公衆衛生看護学概論 ２

個人・家族・集団の生活支
援

地区活動方法論 １

地域看護活動展開論 地区活動展開論 ４

地

域

看

護

学

家族援助論
健康教育論
母子保健活動論

成人保健活動論

高齢者保健活動論
精神保健活動論
公衆衛生看護学総合演
習

４
２
１

２

１
１
１

学校保健に関する
ことを含む。
産業保健に関する
ことを含む。

地域看護管理論 公衆衛生看護管理論�

公衆衛生看護管理論�

公衆衛生看護学研究

１

３

３

健康危機管理及び
情報管理に関する
ことを含む。
施策化の技術及び
政策形成過程に関
する演習を含む。

疫学 疫学 ２

保健統計学 保健統計学 ２

保健福祉行政論 保健福祉行政論�
保健福祉行政論�
保健福祉行政論�

１
１
１

保健医療行政総論
保健医療行政各論
福祉行政に関する
こと。

臨

地

実

習

地域看
護学実
習

個人・家族・集団
の生活支援実習

公衆衛生看護学実習� ２ �
�
�
�
�
�
�
�
�

保健所及び市町
村での実習、継
続した訪問指導
並びに市町村保
健センター及び
地域の精神保健
に関する施設等
の見学を含む。

地域看護活動展開
論実習

公衆衛生看護学実習� ２

地域看護管理論実
習

合 計 ３７

（その２）
助 産 学 科 教 育 課 程

区 分 授 業 科 目 単位数 備 考

基礎助産学 助産学概論
性と生殖の基礎科学

１
１
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周産期の基礎科学
女性の健康学
新生児・乳幼児学
家族関係

１
１
１
１

助産診断・技術学 助産診断・技術学総論
妊娠期の助産
べん

分娩期の助産
分娩介助法

じょく

産褥期の助産
新生児・乳幼児期の助
産
母子栄養
母子の代替医療
健康教育
家族計画

１
１
１
１
１
１

１
１
１
１

地域母子保健 地域母子保健 １

助産管理 助産管理 １

研究 助産研究 ２

臨

地

実

習

助産学実習 妊娠期の助産展開
分娩期の助産展開
産褥期の助産展開�
産褥期の助産展開�
新生児の助産展開
継続事例
地域母子保健
助産管理

１
４
１
１
１
２
１
１

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

実習中の分娩の
取扱いについて
は、助産師又は
医師の監督の下
に学生１人につ
き１０回程度行う。
取り扱う分娩は、
原則として、正

ちつ

期産、経膣分娩
又は頭位単胎と
し、分娩第１期
から第３期終了
より２時間まで
とする。

合 計 ３２

（北海道立網走高等看護学院学則の一部改正）
第２条 北海道立網走高等看護学院学則（昭和４５年北海道規則第１４２号）の一部を次のよう
に改正する。
第１条の２を第１条の３とし、第１条の次に次の１条を加える。
（名称及び位置）

第１条の２ 学院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名 称 位 置

北海道立網走高等看護学院 網走市北１２条西２丁目２番地１０

（北海道立旭川高等看護学院学則の一部改正）
第３条 北海道立旭川高等看護学院学則（昭和４７年北海道規則第１２３号）の一部を次のよう
に改正する。
第１条の２を第１条の３とし、第１条の次に次の１条を加える。
（名称及び位置）
第１条の２ 学院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名 称 位 置

北海道立旭川高等看護学院 旭川市緑が丘東３条１丁目１番２号

第２１条第１項第２号中「及び助産学科」を削り、「３週間」の次に「、助産学科にあっ
ては引き続き２週間」を加える。
別表を次のように改める。
別表（第４条関係）
（その１）

地 域 看 護 学 科 教 育 課 程

区 分 授 業 科 目 単位数 備 考

地

域

看

護

学

地域看護学概論 公衆衛生看護学概論 ３

個人・家族・集団の生活支
援

母子保健活動論

成人保健活動論

高齢者保健活動論
障害者地域保健活動論
家族援助論
健康教育論

２

２

１
１
３
１

学校保健に関する
ことを含む。
産業保健に関する
ことを含む。

地域看護活動展開論 公衆衛生看護活動展開
論

３

地域看護管理論 公衆衛生看護管理論
公衆衛生看護学研究

３
３

疫学 疫学 ２
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保健統計学 保健統計学 ２

保健福祉行政論 保健福祉行政論 ４

臨

地

実

習

地域看
護学実
習

個人・家族・集団
の生活支援実習

家庭訪問実習
公衆衛生看護学実習�

１
２

�
�
�
�
�
�
�
�
�

保健所及び市町
村での実習並び
に継続した訪問
指導を含む。地域看護活動展開

論実習
公衆衛生看護学実習� ２

地域看護管理論実
習

公衆衛生看護管理論実
習

１

合 計 ３６

（その２）
助 産 学 科 教 育 課 程

区 分 授 業 科 目 単位数 備 考

基礎助産学 助産学概論
ウイメンズヘルス
周産期の生殖生理
新生児・乳幼児の成長
発達
母子健康論
家族心理・社会学
助産学研究

２
１
１
１

１
１
２

助産診断・技術学 助産診断・技術学総論
妊娠期の助産診断・技
術学
べん

分娩期の助産診断・技
術学

じょく

産褥期の助産診断・技
術学
新生児期・乳幼児期の
助産診断・技術学
ライフサイクル期の助
産診断・技術学
助産過程の展開
健康教育論
家族計画論

１
１

２

１

１

１

１
２
１

地域母子保健 地域母子保健学 １

助産管理 助産管理学 １

臨

地

実

習

助産学実習 妊娠期実習
分娩期実習
産褥期・新生児期実習
継続事例実習
ハイリスク実習
ライフサイクル期実習
地域母子保健学実習
助産管理学実習

２
４
２
１
１
１
２
１

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

実習中の分娩の
取扱いについて
は、助産師又は
医師の監督の下
に学生１人につ
き１０回程度行う。
取り扱う分娩は、
原則として、正

ちつ

期産、経膣分娩
又は頭位単胎と
し、分娩第１期
から第３期終了
より２時間まで
とする。

合 計 ３６

（その３）
看 護 学 科 教 育 課 程

区 分 授 業 科 目 単位数

基礎分野 科学的思考の基盤 文章構成法
情報科学

１
１

人間と生活・社会の理解 哲学
心理学
教育学
社会学
比較文化論
人間関係論
生命科学と倫理
英語�
英語�
保健体育
健康と運動

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

専門基礎分野 人体の構造と機能 解剖学
生理学
生化学
栄養学

２
２
１
１

疾病の成り立ちと回復の促進 薬理学
微生物学
病理学

２
１
１
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病態学�
病態学�
病態学�
病態学	
治療論

１
１
１
１
１

健康支援と社会保障制度 臨床心理学
社会福祉論
看護と法規
公衆衛生学
生活環境論
現代医療論

１
１
１
１
１
１

専門分野� 基礎看護学 看護学概論�
看護学概論�
生活援助技術�
生活援助技術�
生活環境調整技術
フィジカルアセスメント技術
人間関係形成技術
看護過程
診療補助技術
臨床看護総論

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

臨地実習 基礎看護学 基礎看護学実習�
基礎看護学実習�

１
２

専門分野� 成人看護学 成人看護学概論
成人看護学援助論�
成人看護学援助論�
成人看護学援助論�
成人看護学援助論	

１
１
１
２
１

老年看護学 老年看護学概論
老年看護学援助論�
老年看護学援助論�
老年看護学援助論�

１
１
１
１

小児看護学 小児看護学概論
小児看護学援助論�
小児看護学援助論�

１
１
２

母性看護学 母性看護学概論
母性看護学援助論�
母性看護学援助論�
母性看護学援助論�

１
１
１
１

精神看護学 精神看護学概論
精神看護学援助論�
精神看護学援助論�

１
１
２

臨地実習 成人看護学 成人看護学実習�
成人看護学実習�
成人看護学実習�

２
２
２

老年看護学 老年看護学実習�
老年看護学実習�

２
２

小児看護学 小児看護学実習�
小児看護学実習�

１
１

母性看護学 母性看護学実習 ２

精神看護学 精神看護学実習 ２

統合分野 在宅看護論 在宅看護概論
在宅看護援助論�
在宅看護援助論�
在宅看護援助論�

１
１
１
１

看護の統合と実践 看護の統合と実践�
看護の統合と実践�
看護の統合と実践�
看護研究

１
１
１
１

臨地実習 在宅看護論 在宅看護論実習 ２

看護の統合と実践 統合実習 ２

合 計 ９７

（北海道立紋別高等看護学院学則の一部改正）
第４条 北海道立紋別高等看護学院学則（昭和４８年北海道規則第１０９号）の一部を次のよう
に改正する。
第１条の２を第１条の３とし、第１条の次に次の１条を加える。
（名称及び位置）
第１条の２ 学院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名 称 位 置

北海道立紋別高等看護学院 紋別市緑町５丁目６番７号

別表を次のように改める。
別表（第４条関係）
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区 分 授 業 科 目 単位数

基礎分野 科学的思考の基盤 情報科学
哲学
社会学
論理学
英語

１
１
１
１
１

人間と生活・社会の理解 心理学
教育学
文学
人間関係論
生命倫理
保健体育
健康と環境
異国生活と文化

１
１
１
１
１
１
１
１

専門基礎分野 人体の構造と機能 解剖学
生理学
生化学
栄養学
臨床物理学

２
２
１
１
１

疾病の成り立ちと回復の促進 薬理学
微生物学
病理学
病気の成り立ちと生活
健康障害と治療�
健康障害と治療�
健康障害と治療�
臨床心理学

１
１
１
１
１
１
１
１

健康支援と社会保障制度 社会福祉
関係法規
公衆衛生学
医療概論

２
２
１
１

専門分野� 基礎看護学 看護学概論
基礎看護学技術論�
基礎看護学技術論�
基礎看護学技術論�
基礎看護学技術論	
基礎看護学技術論

基礎看護学技術論�
基礎看護学技術論�
看護研究

２
２
１
１
１
１
１
１
１

臨地実習 基礎看護学 基礎看護学実習� １

基礎看護学実習� ２

専門分野� 成人看護学 成人看護学概論
成人看護学援助論�
成人看護学援助論�
成人看護学援助論�
成人看護学援助論	
成人看護学援助論


１
１
１
１
１
１

老年看護学 老年看護学概論�
老年看護学概論�
老年看護学援助論�
老年看護学援助論�

１
１
１
１

小児看護学 小児看護学概論�
小児看護学概論�
小児看護学援助論�
小児看護学援助論�

１
１
１
１

母性看護学 母性看護学概論
母性看護学援助論�
母性看護学援助論�
母性看護学援助論�

１
１
１
１

精神看護学 精神看護学概論�
精神看護学概論�
精神看護学援助論�
精神看護学援助論�

１
１
１
１

臨地実習 成人看護学 成人看護学実習�
成人看護学実習�
成人看護学実習�

２
２
２

老年看護学 老年看護学実習�
老年看護学実習�

２
２

小児看護学 小児看護学実習�
小児看護学実習�

１
１

母性看護学 母性看護学実習 ２

精神看護学 精神看護学実習 ２

統合分野 在宅看護論 在宅看護論�
在宅看護論�
在宅看護援助論�
在宅看護援助論�

１
１
１
１

看護の統合と実践 医療安全�
医療安全�

１
１
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災害看護と国際協力
看護管理と倫理
統合技術

１
１
１

臨地実習 在宅看護論 在宅看護論実習 ２

看護の統合と実践 統合実習 ２

合 計 ９９

（北海道立江差高等看護学院学則の一部改正）
第５条 北海道立江差高等看護学院学則（平成１０年北海道規則第３７号）の一部を次のように
改正する。
第１条の次に次の１条を加える。
（名称及び位置）
第１条の２ 学院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名 称 位 置

北海道立江差高等看護学院 檜山郡江差町字伏木戸町４８３番地

別表を次のように改める。
別表（第５条関係）

区 分 授 業 科 目 単位数

基礎分野 科学的思考の基盤 国語表現法
情報科学
環境学

１
１
１

人間と生活・社会の理解 心理学
人権論
カウンセリング理論と技法
社会学
文化人類学
生命倫理
英語�
英語�
健康とスポーツ�
健康とスポーツ�
江差の文化と伝統芸能

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

専門基礎分野 人体の構造と機能 解剖生理学�
解剖生理学�
解剖生理学�

１
１
１

解剖生理学	
生化学
栄養学

１
１
１

疾病の成り立ちと回復の促進 薬理学
微生物学
病理学�
病理学�
疾病・治療論�
疾病・治療論�
疾病・治療論�
疾病・治療論	
疾病・治療論


１
１
１
１
１
１
１
１
１

健康支援と社会保障制度 社会福祉論
関係法規�
関係法規�
公衆衛生学
医療社会学�
医療社会学�

１
１
１
１
１
１

専門分野� 基礎看護学 看護学概論�
看護学概論�
看護過程�
看護過程�
フィジカルアセスメント�
フィジカルアセスメント�
看護研究
看護方法�
看護方法�
看護方法�
看護方法	
看護方法

看護方法�
看護方法�

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

臨地実習 基礎看護学 基礎看護学実習�
基礎看護学実習�

１
２

専門分野� 成人看護学 成人看護学概論
成人看護方法�
成人看護方法�
成人看護方法�
成人看護方法	
成人看護方法


１
１
１
１
１
１
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老年看護学 老年看護学概論
老年看護方法�
老年看護方法�
老年看護方法�

１
１
１
１

小児看護学 小児看護学概論
小児看護方法�
小児看護方法�
小児看護方法�

１
１
１
１

母性看護学 母性看護学概論
母性看護方法�
母性看護方法�
母性看護方法�

１
１
１
１

精神看護学 精神看護学概論
精神看護方法�
精神看護方法�
精神看護方法�

１
１
１
１

臨地実習 成人看護学 成人看護学実習�
成人看護学実習�
成人看護学実習�

２
２
２

老年看護学 老年看護学実習�
老年看護学実習�

２
２

小児看護学 小児看護学実習 ２

母性看護学 母性看護学実習 ２

精神看護学 精神看護学実習 ２

統合分野 在宅看護論 在宅看護概論
在宅看護方法�
在宅看護方法�
在宅看護方法�

１
１
１
１

看護の統合と実践 医療安全
研究実践
看護管理・災害看護
統合技術

１
１
１
１

臨地実習 在宅看護論 在宅看護論実習 ２

看護の統合と実践 統合実習 ２

合 計 １０２

附 則

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

２ 平成２１年３月３１日において現に北海道立衛生学院地域看護学科又は助産学科に在学して
いる者の教育課程については、第１条の規定による改正後の北海道立衛生学院学則別表第
１その１及びその２の規定にかかわらず、なお従前の例による。
３ 平成２１年３月３１日において現に北海道立旭川高等看護学院に在学している者の教育課程
については、第３条の規定による改正後の北海道立旭川高等看護学院学則別表の規定にか
かわらず、なお従前の例による。
４ 平成２１年３月３１日において現に北海道立紋別高等看護学院に在学している者の教育課程
については、第４条の規定による改正後の北海道立紋別高等看護学院学則別表の規定にか
かわらず、なお従前の例による。
５ 平成２１年３月３１日において現に北海道立江差高等看護学院に在学している者の教育課程
については、第５条の規定による改正後の北海道立江差高等看護学院学則別表の規定にか
かわらず、なお従前の例による。

薬事法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４０号

薬事法施行細則の一部を改正する規則
薬事法施行細則（昭和３６年北海道規則第２７号）の一部を次のように改正する。
第２条ただし書中「及び」を「並びに」に改め、「配置販売業」の次に「及び薬事法の一
部を改正する法律（平成１８年法律第６９号。以下「改正法」という。）附則第１０条に規定する
既存配置販売業者（以下「既存配置販売業者」という。）に係る業務」を加える。
第３条から第５条までを次のように改める。
第３条から第５条まで 削除
第１０条を次のように改める。
第１０条 削除
第１４条第３号中「（法第２７条において準用する場合を含む。）」を削り、「薬局等」を
「薬局」に改め、同条第４号中「配置販売業」の次に「及び既存配置販売業者に係る業務」
を加え、同条第１９号中「（法第２８条第２項に規定する試験に係る事務を除く。）」を削り、
同条第２１号を次のように改める。
 法第２８条第３項ただし書の規定による店舗販売業の店舗の管理等の兼務の許可に関す
ること。
第１４条中第８４号を第９３号とし、第８１号から第８３号までを９号ずつ繰り下げ、第８０号を第８２
号とし、同号の次に次の７号を加える。

� 改正省令附則第４条第１項の規定による薬局の管理者の勤務時間数の届出の受理に関
すること。
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� 改正省令附則第４条第２項の規定による薬局の管理者以外の薬剤師又は登録販売者の
勤務時間数の届出の受理に関すること。

� 改正省令附則第４条第３項の規定による薬局の管理者又は管理者以外の薬剤師若しく
は登録販売者の勤務時間数の変更の届出の受理に関すること。

� 改正省令附則第１０条又は第１１条の規定による店舗管理者の届出の受理に関すること。
� 改正省令附則第１５条の規定による区域管理者の届出の受理に関すること。
� 改正省令附則第１７条の規定による営業所管理者の届出の受理に関すること。
� 改正省令附則第３３条の規定による既存薬局開設者、既存一般販売業者又は既存薬種商
等からの郵便等販売に係る届書の受理に関すること。
第１４条中第７９号を第８１号とし、第７８号を第８０号とし、同条第７７号中「省令」を「改正省令
附則第１２条の規定によりなおその効力を有することとされる改正省令第１条の規定による改
正前の省令」に、「配置販売業者又は特例販売業者」を「既存配置販売業者」に改め、同号
を同条第７９号とし、同条第７６号を削り、同条第７５号中「省令」を「改正省令附則第１６条の規
定によりなおその効力を有することとされる改正省令第１条の規定による改正前の省令」に
改め、同号を同条第７７号とし、同号の次に次の１号を加える。
� 省令第１５４条第１号ニ及び第２号ニの規定による営業所管理者の知識経験に係る認定
に関すること。
第１４条中第７４号を第７６号とし、第７３号を第７５号とし、同条第７２号中「第１４１条及び」を
「第１４２条、第１４９条及び第１５９条並びに薬事法施行規則等の一部を改正する省令（平成２１年
厚生労働省令第１０号。以下「改正省令」という。）附則第７条の規定によりなおその効力を
有することとされる改正省令第１条の規定による改正前の省令第１４１条並びに改正省令附則
第８条及び第１２条の規定によりなおその効力を有することとされる改正省令第１条の規定に
よる改正前の省令」に改め、同号を同条第７４号とし、同条第７１号中「第１３８条第２項」を
「第１３９条第２項、第１４８条第２項及び第１５３条第２項」に改め、同号を同条第７２号とし、同
号の次に次の１号を加える。
� 省令第１５条の４第２項（省令第１４２条において準用する場合を含む。）の規定による
郵便等販売に係る届書の受理に関すること。
第１４条第７０号中「政令」を「改正政令附則第７条の規定によりなおその効力を有すること
とされる改正政令第１条の規定による改正前の政令」に、「配置販売業者」を「既存配置販
売業者」に改め、同号を同条第７１号とし、同条第６９号中「政令」を「改正政令附則第５条の
規定によりなおその効力を有することとされる改正政令第１条の規定による改正前の政令」
に改め、同号を同条第７０号とし、同条第６８号中「第４８条」の次に「（改正政令附則第２条か
ら第４条まで及び第６条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。）」
を、「許可台帳」の次に「（改正法第１条の規定による改正前の法第２６条第３項ただし書の
許可に係る許可台帳を含む。）」を加え、同号を同条第６９号とし、同条第６７号中「第４７条」
の次に「（改正政令附則第２条から第４条まで及び第６条の規定によりなおその効力を有す

ることとされる場合を含む。）」を加え、同号を同条第６８号とし、同条第６６号中「第４６条第
３項」の次に「（改正政令附則第２条から第４条まで及び第６条の規定によりなおその効力
を有することとされる場合を含む。）」を加え、同号を同条第６７号とし、同条第６５号中「第
４６条第１項」の次に「（改正政令附則第２条から第４条まで及び第６条の規定によりなおそ
の効力を有することとされる場合を含む。）」を加え、同号を同条第６６号とし、同条第６４号
中「第４５条第１項」の次に「（改正政令附則第２条から第４条まで及び第６条の規定により
なおその効力を有することとされる場合を含む。）」を、「許可証」の次に「（改正法第１
条の規定による改正前の法第２６条第３項ただし書の許可に係る許可証を含む。次号から第６８
号までにおいて同じ。）」を加え、同号を同条第６５号とし、同条第６３号を削り、同条第６２号
中「第４４条第１項」を「第４４条（薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備
等及び経過措置に関する政令（平成２１年政令第２号。以下「改正政令」という。）附則第２
条、第４条及び第６条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。）」に
改め、同号を同条第６４号とし、同条第４０号から第６１号までを２号ずつ繰り下げ、同条第３９号
中「薬局、医薬品の一般販売業」を「薬局の管理者若しくは店舗管理者、区域管理者若しく
は営業所管理者」に改め、同号を同条第４１号とし、同条第３８号中「第７２条の３第２項」を
「第７２条の４第２項」に改め、同号を同条第４０号とし、同条第３７号中「第７２条の３第１項」
を「第７２条の４第１項」に改め、同号を同条第３９号とし、同条第３６号中「第７２条の２」を
「第７２条の２第１項」に、「薬剤師の増員」を「業務の体制を整備すること」に改め、同号
を同条第３７号とし、同号の次に次の１号を加える。
� 法第７２条の２第２項の規定による業務を行う体制を整備することの命令に関すること。
第１４条中第３５号を第３６号とし、第３０号から第３４号までを１号ずつ繰り下げ、同条第２９号中
「配置販売業者」の次に「及び既存配置販売業者」を加え、同号を同条第３０号とし、同条第
２４号から第２８号までを１号ずつ繰り下げ、同条第２３号の次に次の１号を加える。
� 法第３５条第３項ただし書の規定による卸売販売業の営業所の管理等の兼務の許可に関
すること。
附 則

１ この規則は、平成２１年６月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施
行する。
２ 前項ただし書に規定する規定の施行の日から平成２１年５月３１日までの間においては、薬
事法の一部を改正する法律（平成１８年法律第６９号。以下「改正法」という。）及び薬事法
施行規則等の一部を改正する省令（平成２１年厚生労働省令第１０号。以下「改正省令」とい
う。）に基づく事務のうち、次に掲げるものは、保健所長に委任する。
� 改正法附則第１９条第１項の規定に基づき行う薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２４条
第１項の規定による医薬品の販売業（地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第５条第１
項の政令で定める市又は北海道以外の都府県に住所又は主たる事務所を有する者が行う
配置販売業を除く。以下同じ。）の許可の手続に関すること。
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� 改正法附則第１９条第１項の規定に基づき行う薬事法第２４条第２項の規定による医薬品
の販売業の許可の更新の手続に関すること。

� 改正省令附則第３２条の規定に基づき行う改正省令附則第１０条又は第１１条の規定による
店舗管理者の届出の受理に関すること。

� 改正省令附則第３２条の規定に基づき行う改正省令附則第１５条の規定による区域管理者
の届出の受理に関すること。

� 改正省令附則第３２条の規定に基づき行う改正省令附則第１７条の規定による営業所管理
者の届出の受理に関すること。

� 改正省令附則第３２条の規定に基づき行う改正省令附則第３３条の規定による既存薬局開
設者、既存一般販売業者又は既存薬種商等からの郵便等販売に係る届書の受理に関する
こと。

北海道心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４１号

北海道心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則
北海道心身障害者扶養共済制度条例施行規則（昭和４５年北海道規則第４７号）の一部を次の
ように改正する。
別記第２号様式を次のように改める。
別記第２号様式（第４条関係）

自治体
コード 加 入 番 号 １ ２ ３

加 入 口 数 の
追 加

１と２の
同時加入

申 込 者 告 知 書

・「重要事項のご説明」の内容（個人情報の取扱いを含む。）
を確認・承知し、心身障害者扶養共済制度における保険契約
の被保険者となることに同意の上、署名・押印しました。
・次の事項は、事実に相違ありません。

北海道知事 様

告 知 日 年 月 日 ＊告知書の有効期間は、加入希望月前の
２か月以内

ふ り が な 性別 生年月日

申込者氏名
（姓） （名） � １男 ３昭和

年 月 日
２女 ４平成

申 込 者 の 告 知

最 近 の
健康状態

 最近３か月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬を受
けたことがありますか。また、その結果、検査・治療・入
院・手術を勧められたことがありますか。
＊「はい」の場合、下記［詳細記入欄］を記入してください。

い
い
え

は

い

! 過去５年以内に、病気やけがで手術を受けたこと又は継
続して２週間以上の入院をしたことがありますか。
＊「はい」の場合、下記［詳細記入欄］を記入してください。

い
い
え

は

い

過去５年
以 内 の
健康状態

" 過去５年以内に、次の病気で医師の診察・検査・治療・
投薬を受けたことがありますか。
＊「はい」の場合、病名を○で囲んだ上、下記［詳細記入
欄］を記入してください。

い
い
え

は

い

# 過去５年以内に、上記"以外の病気やけがで２週間以上
にわたり、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことが
ありますか。
＊「はい」の場合、下記［詳細記入欄］を記入してください。

い
い
え

は

い

心臓・血圧 狭心症・心筋こうそく・心臓弁膜症・先天
性心臓病・心筋症・高血圧症（※１）

脳・精神・
神経

脳卒中（脳出血・脳こうそく・くも膜下出
血）・脳動脈硬化症・精神病・神経症・て
んかん・自律神経失調症・アルコール依存
症

肺・気管支 ぜんそく・慢性気管支炎・肺結核

腎・泌尿器 腎炎・ネフローゼ・腎不全

食 道 ・ 胃
腸・すい臓

胃かいよう・十二指腸かいよう・かいよう
性大腸炎・すい炎

眼・耳・鼻 緑内障・網膜の病気・角膜の病気

肝臓・胆の
う

肝炎（肝炎ウイルス感染を含む。）・肝硬
変・肝機能障害

しゆよう

がん・腫瘍
しゆ しゆよう

がん・肉腫・白血病・腫瘍・ポリープ

そ の 他
糖尿病（※２）・リウマチ・こうげん病・

はん しゆ

貧血症・紫斑病・子宮筋腫・子宮内膜症・
しゆ せん

卵巣のう腫・乳腺症
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身 体 の
障 害

$ 現在身体に障害はありますか。「はい」の場合、該当す
るところを○で囲んだ上、「障害の原因・部位・程度等」
欄に詳細を記入してください。

い
い
え

は

い

［詳細記入欄］
上記 ～#に「はい」があった場合は、その内容についてそれぞれ詳細を記入し
てください。
その内容が「高血圧症（※１）」・「糖尿病（※２）」の場合は、数値等も記入し
てください。
なお、記入欄が不足する場合は、告知書を複数枚使用してください。

「はい」をつけた該当
番号 １・２・３・４ １・２・３・４

病気やけがの名前・検
査名・検査結果

診察・検査・治療・投
薬を受けた期間

年 月から
年 月まで

年 月から
年 月まで

入院の有無・期間
無・
有（ 年 月から

年 月まで）

無・
有（ 年 月から

年 月まで）

手術の有無（手術の
名前又は内容・部位）

無・
有（ ）

無・
有（ ）

症状経過
完治・治療中・検査中・
検査終了（異常なし）・
経過観察中

完治・治療中・検査中・
検査終了（異常なし）・
経過観察中

入院・手術・診察・検
査・治療・投薬を受け
た医療機関名

（※１）［高血圧症の場合は記入してください。］
最近の血圧 最大 mmHg 最小 mmHg

（※２）［糖尿病の場合は記入してください。］

機 能 障 害 目・耳・言語・そしゃく・手・足・手指・
せき

背骨（脊柱）

欠 損
せき

手・足・手指・背骨（脊柱）

変 形
せき

手・足・手指・背骨（脊柱）

障 害 の 原
因・部位・
程度等

最近の空腹時血糖値 mg/dl 治療方法（ ）

心 身 障 害 者

ふ り が な 性別 生年月日

心身障害者 （姓） （名） １男 １明治 ２大正
年 月 日

氏 名 ２女 ３昭和 ４平成

障害の
種類・
程度

１知的障害 １ Ａ ２ Ｂ
申込者と
心身障害
者との続
柄

１配偶者

２身体障害 １ １級 ２ ２級 ３ ３級 ２父母

３精神障害 １ １級 ２ ２級 ３兄弟姉妹

４その他 １ その他 ４その他の親族

申込者が配偶者、父母以
外の場合は、その理由

処
理
欄

別記第３号様式中

「明
大
昭
平」

を削り、「小腸機能」を「小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免

疫機能」に、

「 %
療育手帳、身体障害者手帳
所 持 の 有 無 有 療育手帳（記号番号

身障手帳（記号番号

） ・ 無）
」

を

「 %
療 育 手 帳 、 身 体 障 害 者
手 帳 、 精 神 障 害 者 保 健
福 祉 手 帳 所 持 の 有 無

療育手帳（記号番号 ）
有 身体障害者手帳（記号番号 ） ・ 無
精神障害者保健福祉手帳（１級・２級）（記号番号 ）

」

に改

め、「平成」を削る。
別記第１０号様式を次のように改める。
別記第１０号様式（第１０条関係）
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重 度 障 害 診 断 書

１ 氏 名
男
・
女

２ 生年月日 年 月 日

３ 障害の
種類

� 両眼の視力を全く永久に失ったもの
� 言語の機能を全く永久に失ったもの
� そしゃくの機能を全く永久に失ったもの
� 両上肢を手関節以上で失ったもの
� 両下肢を足関節以上で失ったもの
� １上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失った
もの

& 両上肢の用を全く永久に失ったもの
' 両下肢の用を全く永久に失ったもの
( １０手指を失った、又はその用を全く永久に失ったもの
) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

４ 傷病名 ８ 受傷（発病）日 年 月 日
医師推定・患者申告

５ 傷病の
原因

医師推定

患者申告

９ 初 診 日 年 月 日

１０ 入 院 日 年 月 日

１１ 退 院 日
現 在 入 院 中

年 月 日
年 月 日

６ 障害の
部位 １２ 終 診 日

現在治療中（当院・他院）
年 月 日
年 月 日

７
今回の受傷
以前にあっ
た身体障害

有

無

→部位と障害内容
１３ 前 医

有

無

→住所・氏名

１４ 今回の受傷（発病）から初診までの経過及び初診時の主訴・所見並びにその後
の経過及び障害状態の詳細

治療内容

手術名
手術日 年 月 日

１５
視
力

裸眼視力・矯正視力 矯正不能・不適の場合は
右眼 （ ）
左眼 （ ） その理由

*
�
�

�
�
�

障
害

+ �

検査（計測）日 年 月 日

１６
聴
力
障
害

該当する項目に○印
を付けてください。
ａ 聴力レベル
ｂ 聴力損失

周波数
５００Hz １０００Hz ２０００Hz

右（ ）dB （ ）dB （ ）dB
左（ ）dB （ ）dB （ ）dB

検査（計測）日 年 月 日

１７
そ
し
ゃ
く

機
能
障
害

（次のＡ～Ｃのうち該当する項目に○印を付けてください。）
Ａ 通常の飲食物が食べられる。
Ｂ かゆ食又はこれに準ずる程度の飲食物であれば食べられる。
Ｃ 流動食しか摂取できない。

検査（計測）日 年 月 日

１８
言
語
機
能
の
障
害

（該当する項目に○印を付けてください。）

（程度）
Ａ 言語機能の喪失（音声語による意志の疎通が全くできない。）
Ｂ 言語機能の著しい障害（身振り、書字その他の補助動作がなくては音声言
語による意志の疎通が困難である。）

Ｃ 言語機能の障害（簡単な単語の発語により意志の疎通がかろうじて可能）
Ｄ その他

（原因）
ａ こう頭摘出（１ 全部 ２ 一部） ｂ 中枢性失語症

がい

ｃ 構音障害（１ 口唇音 ２ 歯舌音 ３ 口蓋音 ４ こう頭音）
※全不能の場合には、該当する項目に○印を付けてください。

ｄ その他（ ） 検査（計測）日 年 月 日

１９
運
動
麻
痺
・
欠
損
・
短
縮

*
�
�
+

四肢、手指、足指の切断の場合は、切断箇所にはっきりと線を入れてください。�
�
�
�

ひ

四肢の完全運動麻痺の場合は、その部位を斜線で示してください。
下肢短縮の場合は、その程度（,）を記入してください。
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検査（計測）日 年 月 日

２０
手
指
・
足
指
の
運
動
障
害
（
自
動
運
動
範
囲
）

右 手指 ・ 足指 第１指 第２指 第３指 第４指 第５指

遠位指節間関節
伸展度

（ － ）

屈曲度

（ － ）

伸展度

（ － ）

屈曲度

（ － ）

伸展度

（ － ）

屈曲度

（ － ）

伸展度

（ － ）

屈曲度

（ － ）

近位指節間関節
伸展度

（ ）

屈曲度

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）

中手足指節間関節
（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）

左 手指 ・ 足指

遠位指節間関節
伸展度

（ － ）

屈曲度

（ － ）

伸展度

（ － ）

屈曲度

（ － ）

伸展度

（ － ）

屈曲度

（ － ）

伸展度

（ － ）

屈曲度

（ － ）

近位指節間関節
伸展度

（ ）

屈曲度

（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）

中手足指節間関節
（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）

※ （－）については、記入の必要はありません。
母指においては、指節間関節とします。

２１
四
肢
関
節
の
運
動
障
害
（
自
動
運
動
範

運動の種類
・範囲

部位
ＭＭＴ
（※） 伸展度～屈曲度 内転度～外転度 内旋度～外旋度

肩 関節
右 ～ ～ ～

左 ～ ～ ～

ひじ

肘 関節
右 ～ ～ ～

左 ～ ～ ～

手 関節
右 ～ ～ ～

左 ～ ～ ～

また

股 関節
右 ～ ～ ～

左 ～ ～ ～

ひざ

膝 関節
右 ～ ～ ～

左 ～ ～ ～

足 関節
右 ～ ～ ～

左 ～ ～ ～

囲

）

※ＭＭＴ（徒手筋力テスト）欄には、結果を０～５の数値で記入してください。

２２ 回復の可能性と症状の固定についての意見

上記の障害状態を診断された日 年 月 日

症状の固定時期 年 月 日ころ

上記のとおり診断します。

年 月 日

所 在 地
病院又は診療所等の 名 称

医師氏名 �

注 １ １５～２０の欄については、障害のある場合に記入してください。
２ 関節の運動範囲については、自動運動範囲を記入してください。
３ 訂正の場合、訂正印を必ず押印してください。

別記第２４号様式を次のように改める。
別記第２４号様式（第１９条関係）

年金証書

番 号

年金受給権者現況届出書

年

金

受

給

氏 名
男
・
女
生年月日 年 月 日

住 所

年
金
管

１ 有
� 父
� 母
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権

者

理
者
の
有
無

� 祖父母
� 兄弟姉妹
� その他の親族
� その他（ ）
２ 無

北海道心身障害者扶養共済制度条例第１４条第４項の規定により、上記のとおり届
け出ます。

年 月 日
北海道知事 様

*
�
+

年金受給権者又は�
�
�年金管理者

氏名 �

注 １ 「年金管理者の有無」の欄は、年金受給権者又は年金管理者が記入し難い場
合は、市町村、福祉事務所等で記入して差し支えありません。
２ この届出書には、年金受給権者の戸籍抄本又は住民票の写しを添付してくだ
さい。
３ 氏名欄に署名した場合、押印を省略できます。
附 則

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北海道心身障害者扶養共済制度条例施
行規則別記第２号様式、別記第３号様式又は別記第１０号様式の規定に基づいて作成されて
いる用紙がある場合においては、この規則による改正後の北海道心身障害者扶養共済制度
条例施行規則別記第２号様式、別記第３号様式又は別記第１０号様式の規定にかかわらず、
平成２１年７月３１日までの間、使用することを妨げない。

北海道立工業試験場設備使用及び依頼試験分析等に関する規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４２号

北海道立工業試験場設備使用及び依頼試験分析等に関する規則の一部を改正する規則
北海道立工業試験場設備使用及び依頼試験分析等に関する規則（昭和３２年北海道規則第４７

号）の一部を次のように改正する。

別表第１の１の表中
「
２６ その他の加工及び工作機械 ８４０円以上３１，７８０円

以下

５，１００円以下

」
を

「
２６ サーボプレス機
２７ その他の加工及び工作機械 ８４０円以上

以下

１２，２８０円
３１，７８０円

２，４４０円
５，１００円以下

」

に改め、同別表の２の表中
「
９ 万能投影器

６，２２０円 ３１０円
」
を
「
９ 削除

」
に、
「
１３ 万能測長機

６，８１０円 １８０円
」
を
「
１３ 削除

」
に、
「
９３ そ

の他の試験及び測定機器 ８４０円以上３１，７８０円
以下

５，１００円以下

」
を

「
９３
９４
９５
９６

超微小硬度計
２次元画像測定機
恒温恒湿室
その他の試験及び測定機器

５，６００円
６，３６０円
７，２００円

８４０円以上３１，７８０円
以下

４８０円
１，２４０円
２，０８０円

５，１００円以下

」

に改

め、同別表の３の表中
「
７ 万能測定顕微鏡 ６，７９０円
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２５０円
」
を
「
７ 削除

」
に改める。

別表第２の１の表１の項�のイの-の事項を削り、同項�のイの事項中.の事項を-の事
項とし、/の事項から0セの事項までを.の事項から0スの事項までとし、同項�のアの事項中
「

1 促進耐候試験 １件１日ごとに ５，０７０円
」

を

「
1 促進耐候試験
ａ カーボンアーク灯を光源とする
場合
ｂ キセノンアーク灯を光源とする
場合で、放射照度が１平方メート
ル当たり６０ワット以下のとき。
ｃ キセノンアーク灯を光源とする
場合で、放射照度が１平方メート
ル当たり６０ワットを超え１８０ワッ
ト以下のとき。

１件１日ごとに ５，０７０円

同 １４，３５０円

同 １５，６６０円

」

に改める。
附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

北海道職業訓練手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４３号

北海道職業訓練手当支給規則の一部を改正する規則
北海道職業訓練手当支給規則（昭和４１年北海道規則第１０７号）の一部を次のように改正す
る。
第３条第１項第４号中「小学校及び幼稚園」を「幼稚園及び小学校」に改め、「（職業能
力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律（平成９年法律第４５号）による改
正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校を含む。）」を削り、同項第６号中
「第１条第１項第７号イ�」を「第１条の４第１項第７号イ�」に改め、同項第９号中「第
１条第１項第７号イ�」を「第１条の４第１項第７号イ�」に改め、同項第１０号中「５年」
を「１０年」に改め、同条第２項中「第１条第１項第７号イ�」を「第１条の４第１項第７号

イ�」に改める。
第６条第４項第２号中「、通所のため利用できる交通機関のないもの又は自動車等を使用
しないで交通機関を利用して通所するものとした場合において、住所若しくは居所からその
利用することとなる交通機関の最寄りの駅（停留所等を含む。）までの距離が２キロメート
ル以上であるもの若しくはその利用することとなる交通機関の運行回数が１日１０往復以下で
あるもの（以下「通所が不便である者」という。）のうち」を削り、同項第３号中「掲げる
額」を「定める額」に改め、同項第４号及び第５号中「３，６９０円（通所が不便である者に
あっては、５，８５０円（自動車等を使用する距離が片道１５キロメートル以上であるときにあっ
ては、８，０１０円））」を「第２号に定める額」に、「掲げる額」を「定める額」に改める。
別表第２中「上福岡市」を削り、「入間郡大井町及び同郡三芳町」を「ふじみ野市及び入
間郡三芳町」に、「、同郡湯河原町及び津久井郡城山町」を「及び同郡湯河原町」に、「、各
務原市及び土岐郡笠原町」を「及び各務原市」に、「西春日井郡西枇杷島町、同郡師勝町、
同郡清洲町及び同郡新川町」を「清須市及び北名古屋市」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則による改正後の北海道職業訓練手当支給規則（以下「改正後の規則」とい
う。）第６条第４項の規定は、平成２０年４月１日以後の職業訓練に係る通所手当について
適用し、同日前の職業訓練に係る通所手当については、なお従前の例による。
３ この規則による改正前の北海道職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、平成２０年４月
１日からこの規則の施行の日の前日までの間に訓練手当の支給の対象者に支払われた通所
手当（平成２０年３月３１日以前の職業訓練に係る通所手当を除く。）は、改正後の規則の規
定による通所手当の内払とみなす。

北海道漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４４号

北海道漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則
北海道漁業近代化資金利子補給規則（昭和４４年北海道規則第９３号）の一部を次のように改
正する。
第２条第２項の表中「年０．７パーセント」を「年０．６５パーセント」に改める。
附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則による改正後の北海道漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成２１年１月２６
日以後に知事が利子補給を承認した漁業近代化資金について適用し、同日前に知事が利子

１６北 海 道 公 報 号外第�号平成２１年３月３１日（火曜日）



補給を承認した漁業近代化資金については、なお従前の例による。

北海道林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４５号

北海道林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則
北海道林業・木材産業改善資金貸付規則（昭和５１年北海道規則第９１号）の一部を次のよう
に改正する。
第１条中「（昭和５１年農林省令第２３号）」を「（平成１５年農林水産省令第５５号）、中小企
業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成２０年法律第３８号。以下
この条において「農商工等連携促進法」という。）、中小企業者と農林漁業者との連携によ
る事業活動の促進に関する法律施行令（平成２０年政令第２３４号）及び中小企業者と農林漁業
者との連携による事業活動の促進に関する法律第４条第２項第２号イの農業者等が実施する
農業改良措置を支援するための措置等を定める省令（平成２０年農林水産省令第４８号）並びに
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律（平成２０年法律
第４５号）、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行
令（平成２０年政令第２９６号）及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の
促進に関する法律施行規則（平成２０年農林水産省・経済産業省・環境省令第１号）」に、
「林業従事者等」を「法第３条第１項に規定する林業従事者等及び農商工等連携促進法第４
条第２項第２号ロに掲げる措置を行う農商工等連携促進法第１１条第１項に規定する認定中小
企業者（以下「認定中小企業者」という。）」に改める。
第２条第２項中「３年」を「５年」に改める。
第３条中「一林業従事者等」を「一の林業従事者等又は一の認定中小企業者」に改める。
第４条第１項に次の１号を加える。
� 認定中小企業者
第９条中「貸付資格の認定を受けたものが」を削り、「とき」を「もの」に、「第５条第
１項後段」を「第５条後段」に改め、同条に次の１項を加える。
２ 前項の貸付申請書を提出するものは、第５条に規定する認定申請書を併せて提出しなけ
ればならない。ただし、既に貸付資格の認定を受けているものについては、この限りでな
い。
第１０条第１項中「前条」を「前条第１項」に改める。
第１２条中「第５条第１項後段」を「第５条後段」に改める。
別記第１号様式中「第５条第１項」を「第５条」に改め、同様式（別紙）その１の８の表
の注及び同様式（別紙）その２の８の表の注を次のように改める。

注１ 「費用」の欄は、当該林業・木材産業改善措置に係る事業の費用を記入すること。
２ 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第１２条第２
項に規定する資金を調達方法とする場合は、同法第４条第１項に規定する農商工等
連携事業計画の認定書の写しを添付すること。
３ 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第９
条に規定する資金を調達方法とする場合は、同法第４条第１項に規定する生産製造
連携事業計画の認定書の写しを添付すること。

別記第３号様式中「第９条」を「第９条第１項」に改める。
別記第４号様式中「第１０条」を「第１０条第１項」に改める。
別記第８号様式中「第１４条」を「第１４条第１項」に改める。
附 則

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北海道林業・木材産業改善資金貸付規
則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の
北海道林業・木材産業改善資金貸付規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をし
て使用することを妨げない。

景観法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４６号

景観法施行細則の一部を改正する規則
景観法施行細則（平成２０年北海道規則第７２号）の一部を次のように改正する。
第４条第４項を次のように改める。
４ 景観条例第２２条第１項第４号の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。
� ふるさと江差の街並み景観形成地区条例（平成８年江差町条例第２号）第９条第１項
の規定により指定された景観形成地区

� ニセコ町の区域
� 中標津町景観条例（平成８年中標津町条例第１２号）第７条第１項の規定により指定さ
れた景観形成重点区域
第４条に次の１項を加える。
５ 前項各号に掲げる区域は、平成２１年４月１日における区域とし、その後におけるそれら
の区域の変更によって影響されないものとする。
附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。
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建築士法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４７号

建築士法施行細則の一部を改正する規則
建築士法施行細則（昭和２５年北海道規則第２５７号）の一部を次のように改正する。
第４条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に
次の１項を加える。
２ 前項の免許申請書には、申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上半身及び無背景の縦
４．５センチメートル、横３．５センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入
したもの（以下「免許用写真」という。）をちょう付するとともに、当該ちょう付した免
許用写真と同じ免許用写真を添えなければならない。
第５条第１項中「前条」を「前条第１項」に、「申請者に」を「、申請者に」に、「免許
証」を「二級建築士免許証又は木造建築士免許証（以下これらを「免許証」という。）」に
改める。
第６条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第７号までを１号ずつ繰り上げ
る。
第７条の見出しを「（免許証の書換え交付）」に改め、同条第１項を次のように改める。
二級建築士又は木造建築士は、免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免
許証明書（以下これらを「免許証明書」という。）に記載された事項に変更があったとき
は、その変更を生じた日から３０日以内に、免許用写真をちょう付した別記第３号様式によ
る書換え交付申請書に、免許証又は免許証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本及び当該書換え交
付申請書にちょう付した免許用写真と同じ免許用写真を添えて、免許証の書換え交付を知
事に申請しなければならない。
第７条第２項中「届出が」を「規定による申請が」に改め、「において」を削り、「届出
者」を「申請者」に改める。
第８条の見出しを「（免許証の再交付）」に改め、同条第１項を次のように改める。
二級建築士又は木造建築士は、免許証又は免許証明書を亡失し、又は汚損した場合にお
いては、遅滞なく、免許用写真をちょう付した別記第４号様式による免許証再交付申請書
にその事由を記載し、亡失した場合にあっては当該免許証再交付申請書にちょう付した免
許用写真と同じ免許用写真を添えて、汚損した場合にあっては当該免許証再交付申請書に
ちょう付した免許用写真と同じ免許用写真及び当該汚損した免許証又は免許証明書を添え
て、免許証の再交付を知事に申請しなければならない。
第８条第２項中「前項の」を「前項の規定による」に、「再交付の旨を表示した」を「申
請者に」に改め、同条第３項中「失った免許証」を「亡失した免許証又は免許証明書」に、

「これを」を「、これを」に改める。
第９条の見出し中「免許証」を「免許証等」に改め、同条第３項中「免許証」の次に「又
は免許証明書」を加え、同項を同条第４項とし、同条第２項を同条第３項とし、同条第１項
中「法第９条第１項第１号」を「二級建築士又は木造建築士は、法第９条第１項第１号」に、
「者は、別記第５号様式」を「場合には、別記第５号様式の２」に、「免許証」を「免許証
又は免許証明書」に改め、同項を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。
二級建築士又は木造建築士が法第８条の２各号に掲げる場合のいずれかに該当すること
となった場合において、当該各号に定める者（以下この項において「届出をすべき者」と
いう。）が同条の規定による届出をしようとするときは、届出をすべき者は、別記第５号
様式による届出書に免許証又は免許証明書を添えて知事に提出しなければならない。
第１０条中「前条第２項の」を「前条第３項の規定による」に改める。
第１１条を削り、第１２条を第１１条とする。
第１３条の見出し中「免許証」を「免許証等」に改め、同条中「免許証」を「免許証又は免
許証明書」に改め、同条を第１２条とし、第２章中同条の次に次の１条を加える。
（規定の適用）
第１３条 法第１０条の２０第１項に規定する指定登録機関（以下「指定登録機関」という。）が
同項に規定する二級建築士等登録事務（以下「二級建築士等登録事務」という。）を行う
場合における第４条第１項、第５条、第７条、第８条、第９条第４項、第１０条及び前条の
規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第５条
第１項中「別記第２号様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証（以下これらを
「免許証」という。）」とあるのは「免許証明書」と、第７条の見出し及び同条第２項並
びに第８条の見出し及び同条第２項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第７条第
１項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第８条第１項
中「免許証再交付申請書」とあるのは「免許証明書再交付申請書」と、同項及び同条第３
項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第１０条中「取り消した場
合又は前条第３項の規定による届出があった場合」とあるのは「知事が取り消した場合又
は第１３条の１０第１号の規定により前条第３項の規定による届出に係る事項を記載した書類
の交付を受けた場合」とする。
第１３条の２第１項第２号中「法第１０条の２０第１項に規定する」及び「（以下単に「二級建
築士等登録事務」という。）」を削る。
第１３条の３中「法第１０条の２０第１項の規定により知事が指定した者（以下「」及び「」と
いう。）」を削る。
第２１条の次に次の１条を加える。
（建築士事務所の登録に関する証明）
第２１条の２ 法第２３条第１項の規定による一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建
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築士事務所の登録を受けていることを証する書面（以下「一級建築士事務所等登録証明
書」という。）の交付を受けようとする者は、別記第７号様式の２により、知事に申請し
なければならない。
２ 一級建築士事務所等登録証明書は、別記第７号様式の３によるものとする。
別記第１号様式から別記第５号様式までを次のように改める。
別記第１号様式（第４条関係）

二級
木造 建築士免許申請書

私は、二級木造建築士の免許を受けたいので、戸籍謄本（抄本）及び登記事項証明書

を添えて、申請します。
私は、次の事項が真実で、かつ、正確であることを誓います。

年 月 日
申請者氏名 印

北 海 道 知 事
指 定 登 録 機 関 様

（名 称）

ふ り が な

氏 名 生年
月日 年 月 日 写真ちょう付欄

１ 縦４．５センチメート
ル、横３．５センチメー
トルの写真の裏面に氏
名及び撮影年月日を記
入して、のりではり付
けてください。
２ ちょう付した写真と
同じ写真を、別に添え
てください。

本 籍 性別 男□ 女□

現住所

試 験

二級
木造 建築士試験に合格した時期 年

合格通知日付 年 月 日 合格通知
番号 第 号

欠

格

１ 後見開始又は保佐開始の審判（禁治産又は準禁治産の宣告もこれに該当す
るとみなされます。）を受けていますか。 いる□ いない□

こ

２ 禁錮以上の刑に処せられたことがありますか。 ある□ ない□
あるときはその罪及び刑
あるときはその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日

年 月 日

３ 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑
に処せられたことがありますか。 ある□ ない□
あるときはその罪及び刑

事

由

あるときはその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
年 月 日

４ 建築士法第９条第１項第４号又は第１０条第１項の規定により一級建築士、
二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されたことがありますか。

ある□ ない□
あるときはその日 年 月 日

５ 建築士法第１０条第１項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の
期間中に同法第９条第１項第１号の規定により一級建築士、二級建築士又は
木造建築士の免許を取り消されたことがありますか。 ある□ ない□
業務の停止の処分を受けたことがあるときは、その停止の期間

年 月 日から 年 月 日まで

※

審

査

写
真
照
合

戸
籍
照
合

登
記
照
合

簿
照
合

合
格
者
名

欠
格
審
査

名
簿
登
録

行免
許
証
発

報

告

※
記載欄

※登録番号 ※登録年月日 年 月 日 ※受付番号

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４）
注１ 数字は、算用数字を用いてください。
２ 申請者氏名欄に署名した場合は、押印を省略できます。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けてください。
４ 外国の建築士免許を受けた方は、「試験」欄に、その免許の名称、免許者又は
免許の年月日を記入してください。
５ ※印欄は、記入しないでください。

別記第２号様式（第５条関係）
（表）

二 級
木 造 建 築 士 免 許 証

写 真

縦３．０センチメートル

横２．４センチメートル

（氏 名） 年 月 日 生

二級
木造 建築士登録番号 第 号

登録年月日 年 月 日
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建築士法（昭和２５年法律第２０２号）により

二級
木造建築士の免許を与えたことを証する。

年 月 日
北海道知事 �

縦 ５．４センチメートル

横 ８．５センチメートル

（裏）

講習受講履歴

講習の種別 修了年月日 修了証番号

縦 ５．４センチメートル

横 ８．５センチメートル

別記第３号様式（第７条関係）
二級
木造

建築士免許証（免許証明書）書換え交付申請書

年 月 日

北 海 道 知 事

指 定 登 録 機 関 様

申請者住所

申請者氏名 印
私は、次のとおり二級（木造）建築士免許証（免許証明書）の記載事項に変更が生じ
ましたので、北海道建築士法施行細則第７条第１項の規定により免許証（免許証明書）
の書換え交付を申請します。

記

変更前 変更後
ふ り が な

氏 名

その他記載事項

登 録 番 号 第 号

登 録 年 月 日 年 月 日 写真ちょう付欄

１ 縦４．５センチメート
ル、横３．５センチメー
トルの写真の裏面に氏
名及び撮影年月日を記
入して、のりではり付
けてください。
２ ちょう付した写真と
同じ写真を、別に添え
てください。

変 更 年 月 日 年 月 日

変更の理由

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４）
注１ 数字は、算用数字を用いてください。

２ 申請者氏名欄に署名した場合は、押印を省略できます。

別記第４号様式（第８条関係）
二級
木造

建築士免許証（免許証明書）再交付申請書
年 月 日

北 海 道 知 事

指 定 登 録 機 関 様

申請者住所

申請者氏名 印

私は、免許証（免許証明書）を亡失しました（汚損しました）ので、北海道建築士法

施行細則第８条第１項の規定により次のとおり再交付を申請します。

記

ふ り が な

氏 名
写真ちょう付欄

１ 縦４．５センチメートル、
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生 年 月 日 年 月 日
横３．５センチメートルの
写真の裏面に氏名及び撮
影年月日を記入して、の
りではり付けてください。
２ ちょう付した写真と同
じ写真を、別に添えてく
ださい。登 録 番 号 第 号

登録年月日 年 月 日

亡失又は汚損
の 年 月 日 年 月 日

亡失又は汚損の理由（具体的に詳しく記入のこと。）

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４）
注１ 汚損の場合にあっては、免許証又は免許証明書を添付してください。
２ 数字は、算用数字を用いてください。
３ 申請者氏名欄に署名した場合は、押印を省略できます。

別記第５号様式（第９条関係）

届 出 書
年 月 日

北 海 道 知 事 様
届出者住所
届出者氏名 印

建築士法第８条の２の規定により、次のとおり届け出ます。
記

ふ り が な

氏 名

生 年 月 日 年 月 日

建築士の種別 二 級 ・ 木 造

登 録 番 号 第 号

登 録 年 月 日 年 月 日

申 請 理 由

※審 査

※ 受 付 欄 ※ 名簿整理年月日

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４）
そう

注１ 死亡の場合はその相続人が、失踪の場合は戸籍法による届出義務者が届け出てく
ださい。
２ 免許証又は免許証明書を添付してください。
３ 数字は、算用数字を用いてください。
４ 届出者氏名欄に署名した場合は、押印を省略できます。
５ 建築士の種別欄は、該当する建築士の種別を○で囲んでください。
６ ※印欄は、記入しないでください。
別記第５号様式の次に次の１様式を加える。
別記第５号様式の２（第９条関係）

二級
木造

建築士免許取消申請書
年 月 日

北 海 道 知 事 様
申請者住所
申請者氏名 印

建築士法第９条第１項第１号の規定による免許の取消しを受けたいので、北海道建築
士法施行細則第９条第２項の規定により申請します。

記

ふ り が な

氏 名

生 年 月 日 年 月 日

建築士の種別 二 級 ・ 木 造

登 録 番 号 第 号

登 録 年 月 日 年 月 日

申 請 理 由

※審 査

※ 受 付 欄 ※ 名簿整理年月日

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４）
注１ 免許証又は免許証明書を添付してください。
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２ 数字は、算用数字を用いてください。
３ 申請者氏名欄に署名した場合は、押印を省略できます。
４ 建築士の種別欄は、該当する建築士の種別を○で囲んでください。
５ ※印欄は、記入しないでください。
別記第６号様式中「（第１２条関係）」を「（第１１条関係）」に改める。
別記第７号様式の次に次の２様式を加える。
別記第７号様式の２（第２１条の２関係）

年 月 日
北 海 道 知 事 様

申請者 所在地
名 称
代表者 印

一級
二級
木造

建築士事務所登録証明願

次のとおり建築士法第２３条第１項の規定による登録を受けていることを証明願います。
記

名 称

所 在 地

登録申請者

登録年月日 年 月 日

登 録 番 号 第 号

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４）

注 数字は、算用数字を用いてください。
別記第７号様式の３（第２１条の２関係）

建築士事務所登録証明書
次のとおり登録していることを証明します。

年 月 日
北海道知事 �

記

事 務 所 名 称

所 在 地

開 設 者 氏 名

登 録 番 号 第 号

登 録 年 月 日 年 月 日

管 理 建 築 士 氏 名

管理建築士登録番号 第 号

（用紙寸法 日本工業規格Ａ４）
附 則

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。
２ この規則による改正前の建築士法施行細則別記第２号様式（以下「旧様式」という。）
による二級建築士免許証及び木造建築士免許証は、この規則による改正後の建築士法施行
細則（以下「改正後の規則」という。）別記第２号様式（以下「新様式」という。）の規定
にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
３ この規則の施行の際現に旧様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を
受けている二級建築士又は木造建築士は、新様式による二級建築士免許証又は木造建築士
免許証の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は、改正後の
規則第７条第１項の規定による二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付の申
請とみなす。

建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４８号

建築基準法施行細則の一部を改正する規則
建築基準法施行細則（昭和４８年北海道規則第９号）の一部を次のように改正する。
第１３条を次のように改める。
（確認済証等交付証明）
第１３条 法第６条第４項（法第８７条第１項、第８７条の２並びに第８８条第１項及び第２項にお
いて準用する場合を含む。）若しくは法第１８条第３項（法第８７条第１項、第８７条の２並び
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に第８８条第１項及び第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく確認済証の交
付、法第７条第５項（法第８７条の２並びに第８８条第１項及び第２項において準用する場合
を含む。）若しくは法第１８条第１６項（法第８７条の２並びに第８８条第１項及び第２項におい
て準用する場合を含む。）の規定に基づく検査済証の交付又は法第７条の３第５項若しく
は法第１８条第１９項の規定に基づく中間検査合格証の交付に関する証明書の交付を受けよう
とする者は、別記第６号様式の申請書により建築主事に申請しなければならない。
２ 前項の証明書は、別記第６号様式によるものとする。
別記第６号様式を次のように改める。
別記第６号様式（第１３条関係）

確認済証等交付証明申請書
年 月 日

北 海 道 建 築 主 事
様

北海道 支庁建築主事
住 所

申請者
氏 名 �
*
�
�
+

法人にあっては、主たる事務所の所��
�
�在地並びに名称及び代表者の氏名

建築基準法施行細則第１３条第１項の規定により、次のとおり（確認済証・中間検査合
格証・検査済証）が交付されたことの証明を申請します。

記
１ 建築物の概要
� 建築場所、設置場所又は築造場所
� 建築物の名称
� 主要用途
� 延べ面積（建築物全体） ア 申請部分の面積 2

イ 申請以外の部分の面積 2
ウ 合計の面積 2

� 建築物の構造
� 建築物の階数 地階を除く階数（地上階数）

地階の階数
２ 建築主
� 住所
� 氏名
（法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名）

３ 建築基準法令による処分
� 確認済証番号
確認済証交付年月日
*
�
�
+

構造計算適合性判定結果通知書番号 �
�
�
�構造計算適合性判定結果通知書交付年月日

� 中間検査合格証番号
中間検査合格証交付年月日

� 検査済証番号
検査済証交付年月日

上記のとおり交付したことを証明する。
年 月 日

北 海 道 建 築 主 事
�

北海道 支庁建築主事
備考 申請者氏名欄に署名した場合、押印を省略できます。
附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

北海道建設工事執行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則４９号

北海道建設工事執行規則の一部を改正する規則
北海道建設工事執行規則（昭和３９年北海道規則第６０号）の一部を次のように改正する。
別記建設工事請負標準契約書式第３３条第６項並びに第４１条第２項及び第３項中「年３．７
パーセント」を「年３．６パーセント」に改め、同書式第４３条の２第１号中「を受け」を
「（以下「排除措置命令」という。）を受け」に改め、同条第２号中「の納付命令」を
「（以下「課徴金」という。）の納付命令（以下「納付命令」という。）」に改め、「と
き」の次に「（確定した当該納付命令が独占禁止法第５１条第２項の規定により取り消された
ときを含む。）」を加え、同条中第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加える。
� 排除措置命令又は納付命令（これらの命令が乙以外のもの又は乙が構成事業者である
事業者団体に対して行われ、かつ、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合（独
占禁止法第４９条第７項、第５０条第５項若しくは第５２条第５項の規定により確定した場合
（当該確定した納付命令が独占禁止法第５１条第２項の規定により取り消された場合を含
む。）若しくは独占禁止法第６６条に規定する審決（同条第３項の規定による原処分の全
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部を取り消す審決を除く。）を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第７７
条第１項に規定する期間内に提起しなかった場合又は同項の規定により審決の取消しの
訴えを提起した場合において当該訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき
をいう。次号において「確定した場合」という。）における当該命令をいう。）におい
て、この契約に関し、乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があった
とされたとき。

� 排除措置命令又は納付命令（これらの命令が乙に対して行われたときは乙に対する命
令で確定した場合における当該命令を、これらの命令が乙以外のもの又は乙が構成事業
者である事業者団体に対して行われたときは各名あて人に対する命令すべてが確定した
場合における当該命令をいう。）により、乙に独占禁止法に違反する行為があったとさ
れる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この
契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付
命令を行い、これが確定した場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である
当該違反する行為の実行期間（独占禁止法第７条の２第１項に規定する実行期間をい
う。）を除く。）に入札又は北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第１６５条第
１項若しくは第１６５条の２の規定による見積書の徴収が行われたものであり、かつ、当
該取引分野に該当するものであるとき（当該違反する行為が、この契約に係るものでな
いことが明らかであるときを除く。）。
別記建設工事請負標準契約書式第４６条第３項中「年３．７パーセント」を「年３．６パーセン
ト」に改め、同書式第４６条の２第１項ただし書中「同条第１号、第３号及び第４号」を「同
条第１号及び第３号から第６号まで」に改める。

附 則

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、別記建設工事請負標準契約書式
第４３条の２及び第４６条の２第１項の改正規定並びに附則第３項の規定は、同年６月１日か
ら施行する。
２ この規則による改正後の北海道建設工事執行規則別記建設工事請負標準契約書式（以下
「改正後の書式」という。）第３３条第６項、第４１条第２項及び第３項並びに第４６条第３項
の規定は、この規則の施行の日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約に
ついて適用し、同日前に契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例に
よる。
３ 改正後の書式第４３条の２及び第４６条の２第１項の規定は、平成２１年６月１日以後に公告
その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に契約の申込みの誘
引が行われた契約については、なお従前の例による。

訓 令

北海道訓令第３号

本 庁
出 先 機 関

北海道職員の勤務時間に関する規程及び北海道職員の育児休業等に関する規程の一部を改
正する訓令を次のように定める。
平成２１年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道職員の勤務時間に関する規程及び北海道職員の育児休業等に関する規程の一部
を改正する訓令

（北海道職員の勤務時間に関する規程の一部改正）
第１条 北海道職員の勤務時間に関する規程（昭和５５年北海道訓令第１号）の一部を次のよ
うに改正する。
第２条第２項中「１週間の勤務時間を３０時間」を「４週間を超えない期間につき１週間
当たりの勤務時間を２９時間又は２９時間１５分」に、「６時間」を「５時間４５分又は６時間」
に改める。
第３条中「午後０時１５分」を「正午」に改める。
第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条を第６条とし、第４条の次に次の１
条を加える。
（休憩時間を短縮する職員の勤務時間等）
第５条 条例第６条第２項（北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す
る条例（平成２１年北海道条例第１４号）附則第２項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。）の規定により休憩時間を４５分以上１時間未満とする職員の勤務時間及び休憩
時間については、第２条及び第３条の規定にかかわらず、別に定める。
（北海道職員の育児休業等に関する規程の一部改正）
第２条 北海道職員の育児休業等に関する規程（平成４年北海道訓令第４号）の一部を次の
ように改正する。
別記第４号様式中「週 時間勤務」を「週 時間 分勤務」に改める。
附 則

１ この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。
２ この訓令の施行の際現に第２条の規定による改正前の北海道職員の育児休業等に関する
規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、同条の規定による改正
後の北海道職員の育児休業等に関する規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを
妨げない。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，０９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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